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訴訟の取り下げに関するお知らせ 

 

平成 21 年 10 月 22 日付「訴訟（反訴）の提起に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたと

おり、当社が当社の元連結子会社であるグローバル・ファンデックス株式会社（以下、「ＧＦ社」

という。）元代表取締役坂田陽一郎氏（以下、「坂田氏」という。）に対し、平成 21 年３月 27 日付

で損害賠償請求を提起した件（以下、「本訴」という。）について、坂田氏が平成 21 年 10 月 20 日

付で当社の損害賠償請求に対する反訴を提起しました。（以下、「本件反訴」という。） 

本日、本件反訴について、当社弁護士が平成 21 年 12 月 14 日付にて取り下げとなったことを確

認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 本件反訴の内容 

（１）本件反訴の提起があった裁判所、提起された年月日および取り下げとなった年月日 

当該訴訟の提起があった裁判所  東京地方裁判所 

提起された年月日        平成21年10月20日 

取り下げとなった年月日     平成21年12月14日 

 

（２）本件反訴を起こした者（反訴原告） 

氏名  坂田 陽一朗 

住所  東京都新宿区 

 

（３）本件反訴の原因、提起に至った経緯 

ＧＦ社は、関東近県を中心にした分譲マンション販売会社で、当社は同社の創業者であった    

坂田氏より、平成19年３月に株式一部譲受、同年４月株式交換により完全子会社化いたしまし

た。しかし、当社買収以降、ＧＦ社は同業他社との競合激化、金融情勢悪化等により業況悪化

し、当社も連結子会社を通じてＧＦ社へ７億円の貸付による支援を行いましたが、抜本的な改

善にはならず、当社は当時ＧＦ社の代表取締役社長（当時）であった坂田氏とも関係悪化、対

立するに至り、結果的に当社は平成20年２月ＧＦ社を第三者へ売却いたしました。 

  その後当社は、ＧＦ社に対して当社連結子会社より７億円を貸付（当社連帯保証）した件に

関し、当社が担保取得したＧＦ社保有不動産物件に対し、坂田氏は当社が担保設定登記を完了

- 1 - 



していないことを奇貨として、当社に無断で同担保物件の第三者への担保差し入れおよび売却

を行ったことにつき、当社は坂田氏に対して約２億11百万円の損害賠償請求を求める訴訟を平

成21年３月27日付で東京地方裁判所に提起いたしました。 

 これに対し、坂田氏より平成21年10月20日付で、当社に対して反訴が提起されたものです。 

 

（４）当該訴訟（反訴）の内容 

平成19年３月および４月に、当社が坂田氏と行ったＧＦ社株式の売買および株式交換により

当社のＧＦ株式取得は、結果的に株式会社大阪証券取引所の株券上場廃止基準第２条第１項第

９号ａに定める「不適当な合併等」に該当するとして猶予期間入りになったことにつき、事前

に調査する義務とともにその可能性を坂田氏に対して説明することを怠ったこと、および当社

が坂田氏に代わり、新たにＧＦ社の代表取締役を派遣することを怠ったことを理由として、当

社に対し債務不履行に基づく損害賠償請求を求めていたものです。 

 

２. 取り下げ理由 

本訴とは関連性がなく、反訴要件を満たさないためと考えられます。 

 

３. 今後の見通し 

現在、本訴は継続中であります。 

本件により、今後の坂田氏の動向は不明ですが、今後別訴での訴訟の提起の可能性があります。

その場合においては速やかにお知らせいたします。 

なお、これら訴訟が当社業績に与える影響は現時点では明らかでありませんが、開示すべき事

項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 
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